
新型コロナウィルス緊急学生応援金に関するQ&A 

 

 

【対象・応募資格】 

Q．対象となる学生は？ 

Ａ．児童養護施設、里親家庭、ファミリーホーム、自立援助ホーム、子どもシェルター 

で暮らしていた学生です。 

 

Q．すでに大学、短大、専門学校を卒業していても対象になりますか？ 

A．今回の事業では対象とはなりません。 

 

Q．高校を卒業していなくても、対象となりますか？ 

Ａ．本事業は、高校卒業資格のある方が対象です（高等学校卒業程度認定試験合格者を 

含む） 

 

Ｑ．「職業能力開発校」「障害者職業能力開発校」は対象となりますか？ 

Ａ．今回の事業では対象となりません。 

 

Q．現在、休学しています。対象になりますか？ 

A．休学中でも対象となります。 

 

Q．措置延長中ですが、対象になりますか。 

A. 対象となります。 

 

Q．施設（など）を経て、家庭復帰していますが、対象になりますか。 

A. 上記の施設などで暮らしたことがあれば、対象になります。 

 

Q．児童相談所で一時保護されたことがありますが、対象になりますか？ 

Ａ．今回の事業では対象となりません。 

 

Q．なぜ一時保護は対象にならないのですか。また、なぜ対象にならない施設があるの 

ですか。 

Ａ．困難な状況の多くのみなさんに給付したいと考えていますが、限られた資金と運営 

体制、対象人数などを総合的に考慮し、緊急の応援金として、対象範囲を決めさせ 

ていただきました。ご理解をいただけますよう、お願いいたします。 

 



Q．児童養護施設、里親家庭で一時保護、ショートステイをしたことがあります。対象 

になりますか。 

A. 今回の事業では対象とはなりません。 

Ｑ．養子縁組をしていますが、対象となりますか？ 

Ａ．今回の事業では対象としておりません。 

 

Q．自立援助ホーム、子どもシェルターを短期間利用したことがあります。対象になり 

ますか。 

Ａ．ホームとの契約（本利用、委託措置）で利用された場合は、対象になりますので、 

ホームにご確認ください。ただし、一時保護で利用された方は、対象になりません。 

 

Q．母子生活支援施設（や母子シェルター）を利用したことがあります。対象になりま 

すか。 

A. 今回の事業では対象とはなりません。 

 

Q．心理治療施設や自立支援施設は対象になりますか？ 

Ａ．今回の事業では対象とはなりません。 

 

Q．高校の専攻科で学んでいますが、対象になりますか？ 

Ａ．対象になります。 

 

Q．大学院生は対象になりますか？ 

Ａ．今回の事業では対象となりません。 

 

Q．年齢制限はありますか？ 

A．年齢制限はありません。 

 

【応募期間・方法】 

Q．応募はいつまでできますか。 

A．募集期間は 2020年 5月 15日～6月 30日までです。 

 

Q．応募期間を過ぎてしまいそうです。間に合わない場合には受け付けてもらえません 

か？ 

A．募集期間は、事務手続きの兼ね合いにより厳守とさせていただいております。申し

訳ありませんが、期限を過ぎての応募は受付できかねます。 

 



Q．施設・里親が証明を書いてくれません。どうしたらよいでしょうか？ 

A．今回のご応募について、施設・里親の証明は必須とさせていただいております。全 

国のみなさんに給付金をお送りするという趣旨もご理解いただきまして、書いてい 

ただけるように相談をされていただければと思います。（連絡の取れない特別な事 

情のある方は、お問い合わせください） 

 

Q．添付が必要な学生証が見当たりません。どうしたらいいですか？ 

A．学生証は必須のものです。お手数ですが再発行をしていただき写しを添付してくだ

さい。 

 

Q．郵送以外の方法で応募はできますか？ 

A．今回は郵送以外の方法での応募は受け付けできません。 

 

Q．コロナ緊急応援金は、返還の必要がありますか。 

A．返還の必要はありません。新しい学びの環境を整えるなどの費用として、ぜひ有効 

にお使いください。 

 

Q．他団体の奨学金などを受けていますが、応募はできますか。 

A．応募できます。 

 

Q．4月に入学したばかりで、在学証明書を受け取っておらず、コロナの影響で学校に

取りに行くことができません。 

A．その場合には、入学証明書でも構いません。在学証明書などは、郵送で発行してく 

れる学校もあると伺っていますので、まずは学校に問い合わせてください。 

 

Q．自分名義の口座を持っていない場合 

A．ご本人以外の口座には振り込みすることができません。お手数ですが新しく口座を

開設してください。 

 

【送金時期・方法】 

Q．コロナ緊急応援金の送金は、どこにされますか？ 

A．応募書類に記載いただくご本人名義の銀行口座へ送金いたします。ご本人名義以外 

  の口座へは送金できません。 

 

Q．送金時期はいつですか？ 

A．応募書類が事務局に届き、内容の確認ができた方から順次送金手続きを行います。 



最終のお振込みは 7月上旬を予定しています。対象の方には郵送にてお知らせい 

たします。 

 

【その他】 

Q．同封のアンケートには回答しなければなりませんか？ 

A．皆さんと同じ境遇で頑張っている方へのメッセージにご協力をお願いします。 

【寄付について】 

Q．緊急応援金に寄付をしたいのですが。 

A．朝日新聞厚生文化事業団で受け付けています。 

①専用の郵便振替用紙を送ります 

お名前を紙面に掲載させていただきます。掲載不要の場合は、その旨を通信欄にご

記入ください。 

事業団への寄付は、寄付金控除の対象になります。 

②事業団の HPからクレジットカードでのご寄付も可能です。 

③エーポートからもご寄付が可能です。 

 

以上 

 

2020年 5月 13日 初版 

2020年 5月 15日 加筆 

2020年 5月 19日 加筆 

2020年 6月 17日 加筆 

 

朝日新聞厚生文化事業団 

 


